
【報告事項】
（２）平成３０年度加東市国民健康保険特別会計予算（案）

（歳入）

平成29年度予算額(A)平成30年度予算額(B) 増減額 比較(B/A) 備　　　　　　　　　　　　　　　　考

医療給付費分現年課税分 593,900 486,900 △ 107,000 82.0% 一般被保険者分　 478,900 千円 退職被保険者等分　 8,000 千円

後期高齢者支援金分現年課税分 219,800 183,200 △ 36,600 83.3% 一般被保険者分　　 180,300 千円 退職被保険者等分　 2,900 千円

介護納付金分現年課税分 79,000 59,400 △ 19,600 75.2% 一般被保険者分　 57,300 千円 退職被保険者等分　 2,100 千円

医療給付費分滞納繰越分 48,500 32,600 △ 15,900 67.2% 一般被保険者分　　 32,400 千円 退職被保険者等分　 200 千円

後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,800 9,400 △ 3,400 73.4% 一般被保険者分　　 9,300 千円 退職被保険者等分　 100 千円

介護納付金分滞納繰越分 7,100 5,200 △ 1,900 73.2% 一般被保険者分　 5,100 千円 退職被保険者等分　 100 千円

計 961,100 776,700 △ 184,400 80.8%

② 550 550 0 100.0% 督促手数料

療養給付費等負担金 606,391 0 △ 606,391 0.0%

高額医療費共同事業負担金 32,860 0 △ 32,860 0.0%

特定健康診査等負担金 4,559 0 △ 4,559 0.0%

財政調整交付金 181,746 0 △ 181,746 0.0%

国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 10,899 0 △ 10,899 0.0%

計 836,455 0 △ 836,455 0.0%

高額医療費共同事業負担金 32,860 0 △ 32,860 0.0%

特定健康診査等負担金 4,559 0 △ 4,559 0.0%

県補助金 5,000 0 △ 5,000 0.0%

財政調整交付金 170,468 0 △ 170,468 0.0%

県補助金　保険給付費等交付金（普通交付金） 0 2,487,446 2,487,446          -

県補助金　保険給付費等交付金（特別交付金）保険者努力支援分 0 7,515 7,515          -

県補助金　保険給付費等交付金（特別交付金）特別調整交付金 0 9,329 9,329          -

県補助金　保険給付費等交付金（特別交付金）県繰入金（２号分） 0 71,192 71,192          -

県補助金　保険給付費等交付金（特別交付金）特定健康診査等負担金 0 8,252 8,252          -

計 212,887 2,583,734 2,370,847 1213.7%

⑤ 157,129 0 △ 157,129 0.0%

⑥ 1,209,826 0 △ 1,209,826 0.0%

⑦ 1,082,400 0 △ 1,082,400 0.0%

⑧ 300 301 1 100.3% 財政調整基金利子

保険基盤安定：195,733千円、職員給与費等：72,992千円、出産育児一時金：14,007千円、

財政安定化支援事業：12,197千円、その他一般会計：27,696千円

基金繰入金 0 41,555 41,555          - 財政調整基金繰入金

⑩ 2 2 0 100.0% 前年度繰越金

⑪ 7,976 7,523 △ 453 94.3%

4,809,700 3,732,990 △ 1,076,710 77.6%

一部負担金：4千円、延滞金・過料：1,101千円、第三者行為納付金：4,000千円、返納金：350千円、
雑入：2,065千円、療養給付費等負担金過年度分１千円、療養給付費等交付金過年度分１千円、特定健康診査等負担
金過年度分１千円

（特別調整交付金）保険者努力支援制度交付金（32.7％）3,651千円、国特別調整交付金5,678千円

（特別調整交付金）県繰入金71,192千円

（特別調整交付金）特定健康診査等負担金　国4,126千円　県4,126千円

合　　計

そ の 他 の 収 入　

共同事業交付金

財　産　収　入

繰　　越　　金

322,625

③

④

⑨

療養給付費等交付金

前期高齢者交付金

△ 18,450 94.6%

（普通調整交付金）保険給付費（医療費）2,455,955千円、審査支払手数料7,480千円、
　　　　　　　　　出産育児一時金21,011千円、　葬祭費3,000千円、

（特別調整交付金）保険者努力支援制度交付金（67.3％）7,515千円

（単位：千円）
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①



（歳出） （単位：千円）

平成29年度予算額(A) 平成30年度予算額(B) 増減額 比較(B/A) 備　　　　　　　　　　　　　考

① 77,222 72,992 △ 4,230 94.5% 国保人件費及び事務費、税賦課徴収事務経費、運営協議会経費等

一般被保険者療養給付費 2,350,000 2,147,786 △ 202,214 91.4% 医療費保険者負担分

退職被保険者等療養給付費 130,000 12,867 △ 117,133 9.9% 医療費保険者負担分

保 一般保険者療養費 24,000 20,890 △ 3,110 87.0%

退職被保険者等療養費 1,500 163 △ 1,337 10.9%

険 審査支払手数料 5,640 7,481 1,841 132.6% 診療報酬明細書、療養費支給申請書審査支払手数料（国保連合会支払分）

一般被保険者高額療養費 320,000 272,250 △ 47,750 85.1%

給 退職被保険者等高額療養費 15,000 1,732 △ 13,268 11.5%

一般被保険者高額医療高額介護合算制度 200 200 0 100.0%

付 退職被保険者等高額医療高額介護合算制度 100 50 △ 50 50.0%

一般被保険者移送費 200 10 △ 190 5.0%

費 退職被保険者等移送費 100 10 △ 90 10.0%

21,000 21,011 11 100.1% １出産児につき 420 千円　×　 50 件 審査支払手数料　210円×50件

3,000 3,000 0 100.0% 葬祭１件につき 50 千円　×　 60 件

50 30 △ 20 60.0%

2,870,790 2,487,480 △ 383,310 86.6%

0 780,732 780,732          -

0 5,994 5,994          -

0 255,102 255,102          -

0 2,352 2,352          -

0 89,048 89,048          -

0 1,133,228 1,133,228          -

④ 460,392 0 △ 460,392 0.0%

⑤ 1,628 0 △ 1,628 0.0%

⑥ 130 0 △ 130 0.0%

⑦ 178,347 0 △ 178,347 0.0%

⑧ 1,131,301 0 △ 1,131,301 0.0%

⑨ 0 84 84          -

⑩ 34,800 32,603 △ 2,197 93.7% 特定健康診査等事業：19,978千円、医療費適正化事業：7,659千円、人間ドック受診事業：4,966千円

⑪ 300 301 1 100.3% 財政調整基金積立金

⑫ 550 917 367 166.7% 一時借入金利息

⑬ 4,402 4,381 △ 21 99.5%

⑭ 0 4 4          -

⑮ 49,838 1,000 △ 48,838 2.0%

4,809,700 3,732,990 -1,076,710 77.6%

0

保険給付費等交付金償還金１千円、療養給付費等交付金償還金１千円、療養給付費等負担金償還金１千円、
特定健康診査等負担金償還金１千円

共同処理手数料拠出金

保険税過誤納付還付金：4,150千円、償還金：1千円、還付加算金：230千円
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一般被保険者医療給付費納付金

退職被保険者等医療給付費納付金

一般被保険者後期高齢者支援金等納付金

退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金
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介 護 納 付 金

共同事業拠出金

保 健 事 業 費

基 金 積 立 金

諸　支　出　金

予　　備　　費

公　　債　　費

返　還　金

後期高齢者支援金

前期高齢者納付金

介護納付金

計

出産育児一時金

結核医療付加金

被保険者が療養の給付を受けるため、病院又は診療所に移送された場合、政令により算定した額を支給。

医療費が高額になった世帯に介護被保険者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、１年分を合
算して限度額を超えたときに、その超えた分を支給。

葬　　祭　　費

②

高
額
療
養
費

老人保健拠出金

療養の給付(現物支給)が行えず、現金給付の場合の保険者負担分（負担割合は一般被保険者療養給付費と同
じ）
療養の給付(現物支給)が行えず、現金給付の場合の保険者負担分（負担割合は退職被保険者等療養給付費と同
じ）

平成３０年度加東市国民健康保険特別会計予算（案）
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総　　務　　費

1か月の医療費の自己負担が、一定の額（自己負担限度額）を超えて高額になったとき、超えた分を支給
＜70歳未満＞　所得に応じて、5段階に分類
＜70歳以上＞　所得に応じて、4つの所得区分に分類
　　　　　★70歳以上の場合は外来(個人単位)と入院・世帯単位での自己負担限度額を別途設定

県に納める納付金

県に納める納付金

県に納める納付金

県に納める納付金

県に納める納付金

兵庫県国民健康保険団体連合会手数料


